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曜
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発
行
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人
委
規
則

特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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…

人
事
委
員
会

特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
四
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
四
項
第
四
号
及
び
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

ブ
ル
セ
ラ
症

五

結
核

第
五
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚗

条
例
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
に
規
定
す
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一

感
染
症
の
患
者
又
は
そ
の
疑
い
が
あ
る
者
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
患
者
等
」
と
い

う
。
）
の
救
護
又
は
移
送

二

患
者
等
に
面
接
し
て
行
う
疫
学
的
調
査
そ
の
他
の
調
査

三

患
者
等
か
ら
の
検
体
の
採
取
又
は
こ
れ
を
補
助
す
る
業
務

附
則
第
七
項
を
附
則
第
九
項
と
す
る
。

附
則
第
六
項
中
「
附
則
第
四
項
第
三
号
」
を
「
附
則
第
六
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
八

項
と
し
、
附
則
第
五
項
を
附
則
第
七
項
と
す
る
。

附
則
第
四
項
中
「
附
則
第
五
項
」
を
「
附
則
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
六
項
と
す
る
。

附
則
第
三
項
中
「
附
則
第
五
項
」
を
「
附
則
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
五
項
と
す
る
。

附
則
第
二
項
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
中
「
附
則
第
五
項
」
を
「
附
則
第
七
項
」
に
改
め
、
同

項
を
附
則
第
四
項
と
し
、
同
項
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
警
察
作
業
手
当
の
特
例
）
」
を
付
し
、
附

則
第
一
項
の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
二
項
を
加
え
る
。

（
感
染
症
防
疫
等
業
務
手
当
の
特
例
）

⚒

条
例
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
又
は
そ
の
疑
い
が
あ
る
者
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い

て
「
患
者
等
」
と
い
う
。
）
の
救
護
又
は
移
送

二

患
者
等
に
面
接
し
て
行
う
疫
学
的
調
査
そ
の
他
の
調
査

三

患
者
等
か
ら
の
検
体
の
採
取
又
は
こ
れ
を
補
助
す
る
業
務

四

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
病
菌
が
付
着
し
、
又
は
付
着
し
て
い
る
疑
い
が
あ
る
物
件
の

消
毒
又
は
処
分

五

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
患
者
が
療
養
の
た
め
に
宿
泊
す
る
施
設
に
長
時
間
滞
在
し
て

行
う
業
務

六

前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
相
当
す
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
も
の

⚓

条
例
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
感
染
症
防
疫
等
業
務
手
当
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
一

条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
附
則
第

二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
令
和
二
年
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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